
2022年8月29日 東京都中央区京橋一丁目１番５号

株式会社リコシス

代表取締役社長　山本　卓也

株式会社リコシス (単位：　千円)

科　　　　　　　目 金　　　　　額 金　　　　　額

【 流 動 資 産 】 128,748 46,518

現 金 及 び 預 金 111,558 1,672

売 掛 金 3,652 42,586

未 収 入 金 8,800 2,150

未 収 消 費 税 2,143 45

前 払 費 用 2,539 64

そ の 他 55 100,000

【 固 定 資 産 】 428 100,000

工 具 器 具 備 品 428 146,518

【株主資本】 △ 17,342

30,000

-                           

△ 47,342

△ 47,342

繰 越 利 益 剰 余 金 △ 47,342

△ 17,342

資 産 合 計 129,176 129,176

（　当　期　純　損　失　金　額　　　　　　△47,342）

第　１　期　決　算　公　告

貸　　借　　対　　照　　表
2022年5月31日現在

未 払 金

未 払 費 用
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【 流 動 負 債 】

買 掛 金

未 払 法 人 税 等
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資 本 金
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そ の 他

【 固 定 負 債 】

長 期 借 入 金

負 債 合 計

利 益 剰 余 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

純 資 産 合 計

負 債 純 資 産 合 計



注記表

【重要な会計方針に係る事項】

１. 固定資産の減価償却の方法

（１） 有形固定資産・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降
取得した建物附属設備及び構築物については定額法、
その他は定率法によっております。

その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理方法・・・・・・・・・・・・・・・・・消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によって
おります。

２. 重要な収益及び費用の計上基準・・・・・・・・・・・・・・・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号
2020年3月31日）等を適用しており、約束した財又は
サービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又は
サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を
認識しております。
主に高性能リノベーションのフランチャイズ事業を行って
おります。当該事業はＦＣ加盟契約書に基づき、加盟金
は契約締結時点において、ロイヤリティ収入は高性能
リノベーションの竣工、認定書の交付、登録が終了した
時点で収益を認識しております。

【会計方針の変更に関する注記】
（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等
を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又は
サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って
おり、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度
の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

【株主資本等変動計算書に関する注記】

1. 当事業年度末日における発行済株式の数 普 通 株 式 600 株

2. 当事業年度末日における自己株式の数 該当事項はありません。

3. 当事業年度中に行った剰余金の配当 該当事項はありません。

4. 当事業年度の末日において発行している 該当事項はありません。
新株予約権の目的となる株式の数

【1株当たり情報に関する注記】

1. 1株当たり純資産額 △ 28,903 円 70 銭
2. 1株当たり当期純利益 △ 78,903 円 70 銭

【重要な後発事象に関する注記】

該当事項はありません。


